
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

規　
　

則

○
熊
本
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　

（
生
活
衛
生
課
）　

一

○
熊
本
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
建　

築　

課
）　

一

○
栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）　

二

　

熊
本
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
四
十
六
号

　
　
　

熊
本
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
熊
本
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
省
令
第
四
条
の
二
」
を
「
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
製
菓

衛
生
師
試
験
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
百
七
十
号
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
試
験
科
目
」

に
改
め
る
。

　

別
記
第
五
号
様
式
中

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
四
十
七
号

　
　
　

熊
本
県
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
熊
本
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
十
一
条
第
二
項
中
「
学
科
の
試
験
に
合
格
し
た
者
」
の
下
に
「（
他
の
都
道
府
県
知
事
が
行
っ
た
学

科
の
試
験
に
合
格
し
た
者
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。
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目　
　

次 

規　
　
　
　

則

を

１
　
戸
籍
抄
本
（
外
国
人
の
場
合
は
、

　
　
　
　
　
外
国
人
登
録
証
の
写
し
）

２
　
精
神
病
又
は
麻
薬
、
あ
へ
ん
、
大

　
麻
若
し
く
は
覚
せ
い
剤
中
毒
の
有
無

　
を
証
す
る
診
断
書

３
　
合
格
証
書
の
写
し
又
は
合
格
証
明

　
書

添
付

書
類

免
許
の
取
消
処
分
を
受
け
た
こ
と
の
有
無

（
あ
る
時
は
、
そ
の
理
由
及
び
年
月
日
）

１
　
戸
籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
若
し

　
く
は
住
民
票
の
写
し（
住
民
基
本
台

　
帳
法（
昭
和
４
２
年
法
律
第
８
１
号
）

　
第
７
条
第
５
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記

　
載
し
た
も
の
に
限
る
。）又
は
外
国
人

　
登
録
証
の
写
し

２
　
麻
薬
、
あ
へ
ん
、
大
麻
又
は
覚
せ

　
い
剤
中
毒
の
有
無
を
証
す
る
診
断
書

３
　
合
格
証
書
の
写
し
又
は
合
格
証
明

　
書

添
付

書
類

免
許
の
取
消
処
分
を
受
け
た
こ
と
の
有
無

（
あ
る
時
は
、
そ
の
理
由
及
び
年
月
日
）

　
有
・
無
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　



　

第
十
四
条
の
見
出
し
中
「
及
び
」
の
下
に
「
試
験
結
果
の
」
を
加
え
る
。

　

第
十
四
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３　

知
事
は
、
学
科
の
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
そ
の
旨
及
び
当
該
試
験
の
成
績
を
通
知
す
る
。

４　

知
事
は
、設
計
製
図
の
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者
に
そ
の
旨
及
び
当
該
試
験
の
成
績
を
通
知
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
二
月
十
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
四
十
八
号

　
　
　

栄
養
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

栄
養
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
年
熊
本
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　

別
記
第
一
号
様
式
中
「　
　

」
を　
　
　
　
　
　

に
、
「　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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十
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十
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株
式
会
社　
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社

平
成
十
三
年
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二
月　
十
三　
日
発
行　
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二
八
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二
二
二
一
番

古紙配合率１００％

本
籍

本
籍

（
国
籍
）

又
は
戸
籍
抄
本

若
し
く
は
戸
籍
抄
本

若
し
く
は
住
民
票
の
写
し
（
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
４
２
年
法
律
第
８
１
号
）
第
７
条
第
５
号
に
掲
げ

は
伝
染
性
の
疾
病
の
有
無
を
証
す
る
医
師
の
診
断
書
」

る
事
項
を
記
載
し
た
も
の
に
限
る
。
）
又
は
外
国
人
登
録
証
明
書
の
写
し
」

「
４
　
精
神
病
又


